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丹羽広域 務組合水道部 



 

    

 安全 安定 た水 供給 こ 当水道 業 水道関係者 最 基 的 使命 いえ 現

状 当水道 業 水道水 安全性 確保 た 水道法第 条 規定 基 定期及び臨時 水質

検査 行  

当水道 業 住民 皆様 生活 要 役割 あ 水道水 安全性 水質検査 透明性等 確保

た あ 需要者 対 水道水質検査計 策定 前 公表 信 さ 水道水

供給 いくた 層 水質管理 行 い  
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成 度丹羽広域 務組合水道水質検査計  

 基 方針 

  丹羽広域 務組合水道部 水道水質検査 適 透明性 確保 た 水道水質検査計 策

定 こ 計 た 水質検査 実施  

 水質検査項目 水道法 検査 義務付け い 水質基準項目等 別添 成 度水道

水質検査計 表 特 留意 項 示  

 浄水場系統毎 検査項目及び採水地点 水質基準 適用さ 給水栓及び水源  

 検査項目及び検査 度 い 別添 成 度水道水質検査計 表  

 

 水道 業 概要 成 度 現在  

 水 道 業 体 名   丹羽広域 務組合 水道部 

 給 水 区 域   大口 扶桑 ｋ㎡  

 給 水 人 口   人 

 給 水 戸 数   戸 

 普 及 率    ％ 

 計 日最大給水    ㎥ 成 度認可値  

 人 日最大給水       ㍑ 

 人 日 均給水       ㍑ 

 

 自己水源 状況及び愛知県営水道 受水状況 

  丹羽広域 務組合水道部 自己水源 状況 施設 更新費用や将来 維持管理費用 削減

効果的効率的 用 図 た 大口中部水源 成 月 大口 部配水場 旧大口 部水源

集約 た こ 管理 い 所 配水施設 所 井戸 地 水 処理 供

給 い た 境山配水場 旧境山水源 い 成 月 柏森 部配水場

旧柏森 部水源 集約さ 使用停 予定  

た 愛知県営水道 受水状況 当水道 業 間総配水 約 ％ 受水 い  

 給水状況 

区    位 成 24 度 成 25 度 成 26 度 成 27 度 成 2ペ 度 

給 水 人 口 人 56分ペホペ  57分1画1  57分537  57分ペ1ペ  5ペ分246  

給 水 戸 数 人 21分1ホ3  21分4ホ画  21分ホ画画  22分223  22分67ホ  

普 及 率 ％ ホホ.ペ  ホホ.ペ  ホホ.ペ  ホホ.ペ  ホホ.ペ  

総 配 水  ㎥ 6分ホ画1分44ペ  6分ホ21分1ホ5  6分645分5ホ6  6分712分157  6分72ペ分52ペ  

県 水 受 水  ㎥ 4分1ペ1分414  4分1ペ6分5ペ7  4分12ホ分3ホ3  4分3ホ画分735  4分2ホ4分314  

1 日最大配水  ㍑ 21分466  21分73画  2画分3ペ5  2画分ホペ画  2画分3画6  

1 日 均配水  ㍑ 1ペ分ホ画ペ  1ペ分ホ62  1ペ分2画7  1ペ分33ホ  1ペ分434  

愛知県営犬山浄水場 

  所 在 地  愛知県犬山市大字犬山字東洞  

  供給能力  日最大 ㎥ 

 

 水質管理 い 留意 項 

  丹羽広域 務組合水道部 水道水 水 豊 清浄 深井戸 水源 浄水 愛知県水道用水供給

業 県営水道 い 検査 行 た浄水 各需要者 配水 水質検査 度策定

基準 過去 間 水質検査結果 水質基準内 値 確保 丹羽広域 務組合水道

部 水質基準内 あ 若 数値 高い項目 い 検査 度 増や 監視 行い

た 放射能汚染問題 対応 た 全 配水場 給水栓 い 放射能物質検査 実施 こ 盛

水道水 安全性 確保 た 監視 続け い  

 

 水質検査 行う項目 採水 度及びそ 理 採水地点 

  水質検査 行う項目 

法 基 く水質検査項目 い 表 表 各水源区域 原水及び給水栓  

水質検査 行い  
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  基準項目検査 度 

配水区 端給水栓 い 色及び濁 消毒 残留効果 検査 日 回 濁 初 た  

項目 検査 毎月 回 消毒副生成物 さ 項目及び監視 項目 月 回 項目 

全 検査 回実施  

  水質管理目標設定項目 

将来 わた 水道水 安全性 確保等 万全 期 見地 大口 部水源系統 表  

水質検査 行い 井戸水 検出 恐 あ 項目 給水区域 端給水栓及び原水  

回実施 た 農薬類 表 成 ～ 度 間 項目 検査 

計 成 度 項目 検査 実施  

  採水地点(配水区 端水栓及び原水田 

№ 名  称 原 水 及 び 給 水 栓 水 採 水 場 所 

1 河 配 水 場 
原 水 

大口 河 目 71 番地 河 第 1水源  

大口 河 目 1画4 番地 河 第 2水源  

給 水 栓 大口 堀尾跡 目 5ペ 番地 大口 部配水場  

2 大口 部配水場 
原 水 大口 小口 目 ホ5 番地 大口 部水源  

給 水 栓 大口 小口四 目 23画切3 天神パーク  

3 大口 部配水場 
原 水 大口 堀尾跡 目 5ペ 番地 大口 部水源  

給 水 栓 大口 大御堂 目 125 番地 大御堂児童 園  

4 定 松 配 水 場 
原 水 扶桑 大字高雄字 山 1ペ5 番地 定松水源  

給 水 栓 扶桑 大字高雄字 山 121 番地 大渕児童 園  

5 東 川 配 水 場 
原 水 扶桑 大字高雄字 東川 1ペ6 番地 東川水源  

給 水 栓 扶桑 大字高雄字中海道 224 番地 高雄公園  

6 高雄西部配水場 
原 水 扶桑 大字高雄字宮島 34 35 番地 高雄西部水源  

給 水 栓 扶桑 大字高雄字福塚 ホホ 番地 福塚児童 園  

7 山 名 配 水 場 
原 水 扶桑 大字 山名字 浦 5ペ 番地 山名水源  

給 水 栓 扶桑 大字 山名字安戸 ホ3 番地 安戸児童 園  

ペ 小 渕 配 水 場 
原 水 扶桑 大字小渕字宮東ノ ペホ1 番地 小渕水源  

給 水 栓 扶桑 大字小渕字 原 1画ペペ 番地 木曽川扶桑緑地公園  

ホ 境 山 配 水 場 
原 水 扶桑 大字斉藤字緑 23ペ 番地 境山水源  

給 水 栓 扶桑 大字斉藤字緑 243 番地 斎藤公園  

1画 柏森 部配水場 
原 水 

扶桑 大字柏森字 寺裏 47 番地 柏森 部水源  

扶桑 大字柏森字中屋敷 163 5 柏森東部水源  

扶桑 大字柏森字 367 番 1 斉藤水源  

給 水 栓 扶桑 大字斉藤字山神 1画2 番地 斎藤学習等供用施設  

11 柏森 部配水場 
原 水 

扶桑 大字柏森字西前 2ホ6 番地 柏森 部第 1水源  

扶桑 大字柏森字西前 1ホ3 番地 柏森 部第 2水源  

給 水 栓 扶桑 大字斉藤字旭 414 番地 斎藤 児童 園  

    ※ 成 度 配水施設 名称 変更 た 名称 変更 こ 使用 い

施設 変更 あ せ  
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 臨時 水質検査 

  次 例 認 時 臨時 水質検査 行い  

   水源付近 給水区域及びそ 周 水系感染症 流行 い  

 配水管 大規模 工 そ 他 水道施設 著 く影響 受けた 又 そ 恐 あ  

   そ 他 特 必要 あ 認  

 水質検査方法 

  水質検査 水道法第 条 厚生労働大臣 登録 受けた者 委託 水質基準項目及び水質管理目標

設定項目 検査方法 国 定 た水道水 検査方法 水質基準 関 省 規定 基 厚生労働大臣

定 方法 実施  

 水質検査計 及び検査結果 公表方法 

  水道水質検査計 公表 

   水道水質検査計 毎 策定 ーム ージ 掲載  

  水質検査結果 公表 

   水道水質検査計 基 行わ た水質検査結果 ーム ージ 広報 掲載  

 関係者 連携 

水質管理 万全 た 関係機関 連携 極 要  

 国等 連携 

   厚生労働省及び愛知県等 実施 水質管理 関 調査 協力 行う 安全管理 関  

情報提供 い 情報収集 図 い  

 県営水道 連携 

丹羽広域 務組合水道部 水道水 約 ％ 県営水道 受水 た水 水源 い そ  

た 県営水道 連携 図 浄水場 水質状況 把握等 情報収集 行い 安全 安定 た水道水 

供給 努  

 

 

 

 

 



表1

河 第 水源 河 第 水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ ブ

フ 及びそ 合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1 1

ブ 水銀及びそ 合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1 1

5 ン及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

6 鉛及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

7 ヒ素及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

8 六価 合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1 1

10 アン 物イ ン及び塩 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 0.フ5 1 1 1 エ2

12 ッ素及びそ 合物 0.8mg/l以 0.11 1 1 1 エ1

1フ 素及びそ 合物 1mg/l以 0.02未満 1 1 1

1ブ 四塩 炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

1ホ チ ン 0.0 mg/l以 0.001未満 1 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.11 ブ ハ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.01ホ ブ ハ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.006 ブ ハ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001 ブ ハ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.02ブ ブ ハ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.012 ブ ハ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.005 ブ ハ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ ハ

フ2 亜鉛及びそ 合物 1mg/l以 0.005未満 1 1 1

フフ ア 及びそ 合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1

フブ 鉄及びそ 合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1 1

フ5 銅及びそ 合物 1mg/l以 0.002 1 1 1

フ6 及びそ 合物 200mg/l以 8.1 1 1 1

フ7 ン ン及びそ 合物 0.05mg/l以 0.01 12 12 1
監視す ため 水源及び給水栓 毎 1回検査す

フ8 塩 物イ ン 200mg/l以 8.7 回 省略不可 12 1 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 22 1 1 1 エ2

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 65 1 1 1 エ1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.8 12 1 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 7.2 12 1 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1 1

51 濁度 2度以 0.フ 12 1 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査す ベ 2

過去フ 間
最高値

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

水質検査表 ＜河 配水場＞

項目
オ 水質基準項目

基準値
給水栓 原水

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

回 省略不可
省略 い項目 あ 水源 い 指標菌検査を
フヶ 毎 検査す ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能
エ2

４回 省略可能

発生時
期

回

発生 時
期 毎

発生す 恐 あ 夏場 1回検査す

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略す こ ため 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略す こ 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

回 省略不可 省略 い項目 あ

水源 水又 汚染物質を排出す 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施す



表2

水質検査表 ＜大口 部配水場 旧大口 部水源 ＞

原水

大口 部水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 合物 0.00フmg/l以 0.000フ 満 ブ 1

ブ 水銀及びそ 合物 0.0005mg/l以 0.00005 満 ブ 1

5 ン及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

6 鉛及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

7 ヒ素及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

8 六価 合物 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ 満 ブ 1

10 アン 物イ ン及び塩 アン 0.01mg/l以 0.001 満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 2.2 ブ 1

12 ッ素及びそ 合物 0.8mg/l以 0.0ホ ブ 1

1フ 素及びそ 合物 1mg/l以 0.02 ブ 1

1ブ 四塩 炭素 0.002mg/l以 0.0002 満 ブ 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001 満 ブ 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001 満 ブ 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

1ホ チ ン 0.0１mg/l以 0.001 満 ブ 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.06 満 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002 満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.005 ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ 満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001 満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001 満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.005 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ 満 ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001 満 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001 満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005 満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 合物 1mg/l以 0.005 満 ブ 1

フフ ア 及びそ 合物 0.2mg/l以 0.02 満 ブ 1

フブ 鉄及びそ 合物 0.フmg/l以 0.01 満 ブ 1

フ5 銅及びそ 合物 1mg/l以 0.017 ブ 1

フ6 及びそ 合物 200mg/l以 12 ブ 1

フ7 ン ン及びそ 合物 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

フ8 塩 物イ ン 200mg/l以 1フ １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 66 ブ 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 160 ブ 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02 満 ブ 1

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001 満 ブ 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001 満 ブ 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002 満 ブ 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005 満 ブ 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.ブ 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.ブ 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5 満 12 1

51 濁度 2度以 0.1 満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査す ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

給水栓

基準値
過去フ 間
最高値 設 定 理 由 等検査

頻度
検査省略

頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 い 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略す こ ため 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 い 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略す こ 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能

１回 省略不可 省略 い項目 あ

エフ 改修工事を行 たため 成フ0 度 ま 検査回数を省略し い

水源 水又 汚染物質を排出す 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施す

省略可能

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

４回

エフ

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査す ベ 2

４回

省略可能 エフ

省略可能 エフ

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エフ



表フ

水質検査表 ＜大口南部配水場 旧大口南部水源 ＞

原水

大口南部水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ 満 ブ 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005 満 ブ 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ 満 ブ 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001 満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 2.2 ブ 1

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.06 ブ 1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.0フ ブ 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002 満 ブ 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001 満 ブ 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001 満 ブ 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001 満 ブ 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.1 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002 満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.00ブ ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ 満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001 満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.006 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ 満 ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001 満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005 満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005 満 ブ 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02 満 ブ 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01 ブ 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.006 ブ 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 2ホ ブ 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005 満 ブ 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 フブ １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 5ブ ブ 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 1ホ0 ブ 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02 満 ブ 1

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001 満 ブ 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001 満 ブ 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002 満 ブ 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005 満 ブ 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.5 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5 12 1

51 濁度 2度以 0.2 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査す ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査す ベ 2

４回

省略可能 エフ

省略可能 エフ

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エフ

エフ 改修工事を行 たため 成フ2 度 ま 検査回数を省略し い

給水栓 い 水質管理目標設定項目 5項目 原水 い 水質管理目標設定項目 11項目 及び農薬類 1ブ項目 を測定す

備考

省略可能

エ1 過去フ 間 け 当該事項 い 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略す こ ため 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 い 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略す こ 1 1回実施す 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能

１回 省略不可 省略 い項目 あ

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

４回

水源 水又 汚染物質を排出す 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施す

エフ



表ブ

水質検査表 ＜ 定松配水場 旧 定松水源 ＞

原水

定松水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン 物イ ン及び塩 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 6.7 12 ブ 過去フ 間 検査結果 基準 1/2を超過し い 為 毎 検査

12 ッ素及びそ 合物 0.8mg/l以 0.11 1 1 エ1

1フ 素及びそ 合物 1mg/l以 0.06 1 1

1ブ 四塩 炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001 ブ 1 原水 状況を考慮し 省略 実施

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 エ2

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.07 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.001未満 ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 合物 1mg/l以 0.005未満 1 1

フフ ア 及びそ 合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 合物 1mg/l以 0.008 1 1

フ6 及びそ 合物 200mg/l以 20 1 1

フ7 ン ン及びそ 合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩 物イ ン 200mg/l以 12 １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 70 ブ 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 200 ブ 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ未満 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.8 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能 エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施

省略可能
過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

４回



表5

水質検査表 ＜東川配水場 旧東川水源 ＞

原水

東川水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 2.7 ブ 1 過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.0ホ 1 1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.0ブ 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 ブ 1 原水 状況を考慮し 省略 実施

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 エ2

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.06 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.006 ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.007 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005未満 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.002 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 15 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 16 １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 58 1 1 エ1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 160 ブ 1 過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.ブ 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 7.ブ 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能
エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

４回 省略可能

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施



表6

水質検査表 ＜高雄西部配水場 旧高雄西部水源 ＞

原水

高雄西部水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ ブ 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 ブ.5 ブ 1 過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.10 1 1 エ1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.0ブ 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.07 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.006 ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.007 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00ブ ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.002 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005未満 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.00ブ 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 15 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 12 １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 61 ブ 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 170 ブ 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.ブ 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 7.0 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

省略可能
過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

４回

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施



表7

水質検査表 ＜南山名配水場 旧南山名水源 ＞

原水

南山名水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 1.8 1 1

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.10 1 1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.02 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.07 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.00ホ ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.011 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.005 ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.002 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005未満 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.00フ 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 11 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 10 １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 6ブ ブ 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 150 ブ 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.5 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.ホ 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ1

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

４回 省略可能
過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施



表8

水質検査表 ＜小渕配水場 旧小渕水源 ＞

原水

小渕水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 0.87 1 1 エ2

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.11 1 1 エ1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.02未満 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.07 ブ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.001未満 ブ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005未満 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.00ブ 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 7.8 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 6 １回 省略不可 12 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 55 1 1 エ1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 120 ブ 1 過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実施

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ未満 12 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 7.0 12 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

４回 省略可能

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施



表ホ

水質検査表 ＜境山配水場 旧境山水源 ＞

原水

境山水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 6 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 6 2

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 2 1
省略 い項目 あ 10 以降 施設使用停止予定 ため 検
査を除外

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 6.0 6 2
過去フ 間 検査結果 基準 1/2を超過し い 為 毎 検査

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.1フ 1 1 エ1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.0フ 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.06未満 2 ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 2 ハ

2フ 0.06mg/l以 0.001未満 2 ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00ブ未満 2 ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 2 ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 2 ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.001未満 2 ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 2 ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001未満 2 ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 2 ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 2 ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.006 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.0フフ 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 ホ.8 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 8.フ １回 省略不可 6 1
省略 い項目 あ 10 以降 施設使用停止予定
ため 検査を除外

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 6フ 2 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 170 2 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ未満 6 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.6 6 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 6 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 6 1

50 色度 5度以 0.5未満 6 1

51 濁度 2度以 0.1未満 6 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ 2
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外

省略可能

過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為 省略 実
施

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可
省略 い項目 あ

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

４回

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可
省略 い項目 あ

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外

省略可能 エ2

成フ0 10 配水施設及び井戸 使用停止を予定

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ

水質基準項目
基準値

過去フ 間
最高値

給水栓

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

10 以降 施設使用停止予定 ため 検査を除外



表10

水質検査表 ＜柏森 部配水場 旧柏森 部水源 ＞

柏森 部水源 柏森東部水源 斉藤水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1 1 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ ブ ブ

フ 及びそ 合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1 1 1

ブ 水銀及びそ 合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1 1 1

5 ン及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

6 鉛及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

7 ヒ素及びそ 合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

8 六価 合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1 1 1

10 アン 物イ ン及び塩 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 1 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 6.フ 12 ブ ブ ブ 過去フ 間 検査結果 基準 1/2を超過し い 為 毎 検査

12 ッ素及びそ 合物 0.8mg/l以 0.12 1 1 1 1 エ1

1フ 素及びそ 合物 1mg/l以 0.0フ 1 1 1 1

1ブ 四塩 炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.06 ブ ハ ハ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ ハ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.00フ ブ ハ ハ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ ハ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.00フ ブ ハ ハ ハ

28 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ ハ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ ハ ハ

フ2 亜鉛及びそ 合物 1mg/l以 0.020 1 1 1 1

フフ ア 及びそ 合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1 1

フブ 鉄及びそ 合物 0.フmg/l以 0.01 1 1 1 1

フ5 銅及びそ 合物 1mg/l以 0.008 1 1 1 1

フ6 及びそ 合物 200mg/l以 1ブ 1 1 1 1

フ7 ン ン及びそ 合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1 1

フ8 塩 物イ ン 200mg/l以 11 １回 省略不可 12 1 1 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 70 ブ 1 1 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 200 ブ 1 1 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ 12 1 1 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.8 12 1 1 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1 1 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1 1 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1 1 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1 1 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ ブ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

過去フ 間
最高値

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値
給水栓 原水

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

４回

１回 省略不可
省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査

ベ 2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施

省略可能

過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し
い 為 省略 実施

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査



表11

水質検査表 ＜柏森南部配水場 旧柏森南部水源 ＞

柏森南部第1水源 柏森南部第2水源

1 一般細菌 100個/ml以 検出し い 12 1 1

2 大腸菌 不検出 検出し い 12 ブ ブ

フ 及びそ 化合物 0.00フmg/l以 0.000フ未満 1 1 1

ブ 水銀及びそ 化合物 0.0005mg/l以 0.00005未満 1 1 1

5 ン及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

6 鉛及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

7 ヒ素及びそ 化合物 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

8 六価 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1

ホ 亜硝酸態窒素 0.0ブmg/l以 0.00ブ未満 1 1 1

10 アン化物イ ン及び塩化 アン 0.01mg/l以 0.001未満 省略不可 ブ 1 1 省略 い項目 あ

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以 6.7 12 ブ ブ 過去フ 間 検査結果 基準 1/2を超過し い 為 毎 検査

12 ッ素及びそ 化合物 0.8mg/l以 0.10 1 1 1 エ1

1フ 素及びそ 化合物 1mg/l以 0.0フ 1 1 1

1ブ 四塩化炭素 0.002mg/l以 0.0002未満 1 1 1

15 1ノブ－ サン 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1

16 及び ン －1ノ2－ チ ン 0.0ブmg/l以 0.001未満 1 1 1

17 ン 0.02mg/l以 0.001未満 1 1 1

18 チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

1ホ チ ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

20 ベン ン 0.01mg/l以 0.001未満 1 1 1

21 塩素酸 0.6mg/ｌ以 0.08 ブ ハ ハ

22 酢酸 0.02mg/l以 0.002未満 ブ ハ ハ

2フ 0.06mg/l以 0.006 ブ ハ ハ

2ブ 酢酸 0.0フmg/l以 0.00フ未満 ブ ハ ハ

25 ン 0.1mg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ

26 臭素酸 0.01mg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ

27 総 ン 0.1mg/l以 0.007 ブ ハ ハ

28 酢酸 0.2mg/l以 0.00フ ブ ハ ハ

2ホ ン 0.0フmg/l以 0.001 ブ ハ ハ

フ0 0.0ホmg/l以 0.001未満 ブ ハ ハ

フ1 ア ヒ 0.08mg/l以 0.005未満 ブ ハ ハ

フ2 亜鉛及びそ 化合物 1mg/l以 0.005未満 1 1 1

フフ ア 及びそ 化合物 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1

フブ 鉄及びそ 化合物 0.フmg/l以 0.01未満 1 1 1

フ5 銅及びそ 化合物 1mg/l以 0.007 1 1 1

フ6 及びそ 化合物 200mg/l以 1ブ 1 1 1

フ7 ン ン及びそ 化合物 0.05mg/l以 0.005未満 1 1 1

フ8 塩化物イ ン 200mg/l以 11 １回 省略不可 12 1 1 省略 い項目 あ

フホ 等 硬度 フ00mg/l以 70 ブ 1 1

ブ0 蒸発残留物 500mg/l以 210 ブ 1 1

ブ1 陰イ ン界面活性剤 0.2mg/l以 0.02未満 1 1 1 エ2

ブ2 ン 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1

ブフ 2ハ チ イ ー 0.00001mg/l以 0.000001未満 1 1 1

ブブ 非イ ン界面活性剤 0.02mg/l以 0.002未満 1 1 1

ブ5 ー 類 0.005mg/l以 0.0005未満 1 1 1

ブ6 機物ナ全 機炭素 TOC 量 フmg/l以 0.フ 12 1 1

ブ7 ｐＨ値 5.8以 8.6以 6.6 12 1 1

ブ8 味 異常 し 異常 し 12 1 1

ブホ 臭気 異常 し 異常 し 12 1 1

50 色度 5度以 0.5未満 12 1 1

51 濁度 2度以 0.1未満 12 1 1

原水 嫌気性芽胞菌 ハ ブ ブ 水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ 2

給水栓 原水

設 定 理 由 等検査
頻度

検査省略
頻度

検査計画
頻度
回/

検査計画頻度
回/

過去フ 間
最高値

mg/L

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
オ 水質基準項目

基準値

省略 い項目 あ
水源 い 指標菌検査をフヶ 毎 検査 ベ

2

４回

省略可能 エ2

省略可能

エ2

省略不可 省略 い項目 あ

省略可能 エ2

１回 省略不可

省略可能

過去フ 間 検査結果 基準 1/5を超過し い 為
省略 実施

備考
エ1 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/5以 あ 概 1 1回以 省略 こ ため 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

エ2 過去フ 間 け 当該事項 つい 検査結果 基準値 1/10以 あ 概 フ 1回以 省略 こ 1 1回実施 水道法施行規則第15条第1項第フ号

４回 省略可能 エ2

１回 省略不可 省略 い項目 あ

発生時
期
１回

発生 時
期 毎

発生 恐 あ 夏場 1回検査

４回

水源 水又 汚染物質を排出 施設 設置 状況等 原水 水質 大 く変わ 恐 少 い 認め 場合 記 設定し実施



表12

水質検査表 ＜大口南部配水場 旧大口南部水源 ＞

目標値

mg/L 原 水 給水栓

1 アンチ ン及びそ 化合物 0.02 1 - 原水 状況を確認す 項目

2 ウ ン及びそ 化合物 0.002 1 - 〃

フ ニッ 及びそ 化合物 0.02 - 1 給水管等 状況を確認す 項目

5 1.2 エ ン 0.00ブ 1 - 原水 状況を確認す 項目

8 ト エン 0.ブ 1 - 〃

9 酸 2-エチ ヘ 0.08 1 - 〃

10 亜塩素酸 0.6 - - 二酸化塩素を使用し い いため削除

12 二酸化塩素 0.6 - - 〃

1フ アセトニト 0.01 - 1 給水栓 測定す 消毒副生成物

1ブ 砲水 ー 0.02 - 1 〃

15 農薬類 表1フ-2
検出値 目標値 比
和 し 1以

1 - 原水 状況を確認す 項目

16 残留塩素 1 - - 毎日検査 測定し い ため削除

17 ウ ネ ウ 等 硬度 10～100 - - 基準項目 測定し い ため削除

18 ン ン及びそ 化合物 0.01 - - 〃

19 遊離炭酸 20 1 - 原水 状況を確認す 項目

20 1.1.1-ト エ ン 0.フ 1 - 〃

21 チ -ｔ- チ エーテ 0.02 1 - 〃

22 有機物等 過 ン ン酸 ウ 消費量 フ 1 - Ｔ Ｃ 相関を確認す ため 項目

2フ 臭気強度 Ｔ フ - 1 使用す 薬品や資機材 状況を確認す 項目

2ブ 蒸発残留物 フ0～200 - - 基準項目 測定し い ため削除

25 濁度 1 - - 〃

26 ｐＨ値 7.5程度 - - 〃

27 腐食性 ン ア指数
ー1程度以 し 極力
0 近 け

1 - 原水 状況を確認す 項目

28 従属 養細菌 200 / - 1 給水栓 測定す 項目

29 1 1- エチ ン 0.1 1 - 原水 状況を確認す 項目

フ0 ア ニウ 及びそ 化合物 0.1 - - 基準項目 測定し い ため削除

※ №ブ №6 №7 №11 項目から削除さ 欠番

省 略 理 由 等

検査計画頻度
回/

成フ0 度水道水質検査計画表

項目
№

水質管理目標設定項目



水質検査表 ＜大口南部配水場 旧大口南部水源 ＞

目標値 目標値

mgパL ｼホ 度 ｽ0 度 ｽビ 度 mgパL ｼホ 度 ｽ0 度 ｽビ 度

ビ ビノｽハ ン ＤハＤ 0バ0プ ビ 6プ 平BP平C 0バ0ｼ ビ

ｼ ｼノｼハＤＰＡ ン 0バ0ペ ビ 66 0バ006 ビ

ｽ ｼノブハD ｼノブハPャ 0バ0ｼ エビ ビ 6ベ ン DEP 0バ00プ ビ

ブ EP年 0バ00ブ ビ 6ペ ー 0バビ ビ

プ 平CPャ 0バ00プ ビ 6ホ ン 0バ06 ビ

6 ュ 0バホ ビ ベ0 0バ0ｽ ビ

ベ ー 0バ006 ビ ベビ コー 0バ00プ ビ

ペ ン 0バ0ビ ビ ベｼ 0バ000ホ ビ

ホ 0バ00ｽ ビ ベｽ 0バ0ビ ビ

ビ0 0バ006 ビ ベブ キ ン 0バ00ブ ビ

ビビ ー 0バ0ｽ ビ ベプ ー ー 0バ0ｼ ビ

ビｼ キ ン 0バ00プ エビ ビ ベ6 ン ン 0バ00ｼ ビ

ビｽ ン 0バ00ビ ビ ベベ 0バ0ｼ ビ

ビブ 平ルPCニ 0バ0ビ ビ ベペ キ ン 0バ0プ ビ

ビプ ン ルPﾞ 0バｽ ビ ベホ 0バ000プ ビ

ビ6 ン ルBP 0バ0ホ ビ ペ0 ン 平EP 0バ0ビ ビ

ビベ ン 0バ006 ビ ペビ BP平C 0バ0ｽ ビ

ビペ ン ン 0バ00ホ ビ ペｼ ン 0バ0プ ビ

ビホ 0バ0ｽ ビ ペｽ ン ン 平PP 0バ006 ビ

ｼ0 ン ｴ ﾌｪ ﾎ EDDP 0バ006 ビ ペブ ン ー PャP 0バ00ベ ビ

ｼビ ン ッ 0バ0ペ ビ ペプ ン 0バ0ビ ビ

ｼｼ ー ー 0バ00ブ ビ ペ6 0バビ ビ

ｼｽ ン ン ン ン 0バ0ビ ビ ペベ ー 0バ0ｽ ビ

ｼブ キ ン 0バ0ｼ ビ ペペ 0バ0ｼ ビ

ｼプ キ ン銅 機銅 0バ0ｽ ビ ペホ ン 0バ0ｼ ビ

ｼ6 ン 0バビ ビ ホ0 0バ0ｽ ビ

ｼベ 0バ0006 ビ ホビ ー 0バ0プ ビ

ｼペ ン ー 0バ00ペ ビ ホｼ ン 0バ0ホ ビ

ｼホ ッ 0バｽ ビ ホｽ 0バ00ブ ビ

ｽ0 年ャC 0バ0プ ビ ホブ コ ー 0バ0プ ビ

ｽビ 0バ0ブ ビ ホプ 0バ0プ ビ

ｽｼ ン 0バ00プ ビ ホ6 ー 0バ0プ ビ

ｽｽ キ ン ャC年 0バ00プ ビ ホベ 0バビ ビ

ｽブ キ ン 0バｽ ビ ホペ 0バ0ｼ ビ

ｽプ ン 0バ0ｽ ビ ホホ ン ン 0バビ ビ

ｽ6 ー ｼ ビ ビ00 ン ン 0バ0ホ ビ

ｽベ ー 0バ0ｼ ビ ビ0ビ ン ッ 0バ00プ ビ

ｽペ ッ 0バ0ｼ ビ ビ0ｼ ン ン 0バｼ ビ

ｽホ ン C年P 0バ000ビ ビ ビ0ｽ ン ン 0バｽ ビ

ブ0 0バ00ｽ ビ ビ0ブ ン 0バ0ブ ビ

ブビ ﾞP年 0バ0プ ビ ビ0プ ン ン ン 0バ0ビ ビ

ブｼ ン 0バ00ビ エビ ビ ビ06 ン ー 0バ0ベ ビ

ブｽ CYャP 0バ00ｽ ビ ビ0ベ ー 0バ00ｽ ビ

ブブ ン DC平U 0バ0ｼ ビ ビ0ペ ン ン 0バベ ビ

ブプ DB年 0バ0ｽ ビ ビ0ホ コ ッ 平CPP 0バ0プ ビ

ブ6 DDVP 0バ00ペ ビ ビビ0 0バ0ｽ ビ

ブベ ワッ 0バ00プ ビ ビビビ キ 0バ06 ビ

ブペ ン ン 0バ00ブ ビ ビビｼ ン D平ﾞP 0バ00ブ ビ

ブホ ー 系農薬 0バ00プ ビ ビビｽ ン 0バ0ｽ ビ

プ0 0バ00ホ ビ ビビブ ン 0バ0ブ ビ

プビ ッ 0バ006 ビ ビビプ ン 0バ0ｽ ビ

プｼ ン Cャﾞ 0バ00ｽ ビ ビビ6 ッ 0バ0ｼ ビ

プｽ ン 0バ0ｼ ビ ビビベ 0バビ ビ

プブ ー 0バ0プ ビ ビビペ ー 0バ00プ ビ

ププ ン 0バ0ｽ ビ ｽｼ ビブ ベｼ

プ6 ン 0バ00ｽ ビ

プベ ン 0バペ ビ エビ 成ｽ0 ブ ビ日施行予定

プペ ッ 及び ー 0バ0ビ ビ 目標値強化

プホ 0バビ ビ オｽ：ｼノブハD ｼノブハPャ

60 0バ0ｼ ビ オビｼ： キ ン

6ビ 0バ0ペ ビ オブｼ： ン

6ｼ ー 0バｽ ビ 農薬類項目から削除

6ｽ ン 0バ0ｼ ビ ン

6ブ ン 0バ00ｼ ビ ー

検査頻度 実施 度別

成ｽ0 度水道水質検査計画表

オ 農薬検査項目
検査頻度 実施 度別

オ 農薬検査項目

表ビｼハｼ



小渕配水場

小渕水源

南山名配水場

南山名水源

高雄西部配水場

高雄西部水源

東川配水場

東川水源北定松配水場

北定松水源

斉藤水源

境山配水場

境山水源

柏森北部配水場

柏森北部水源

柏森南部配水場

柏森南部第1水源

大口北部配水場

柏森東部水源
河北配水場

水源別配水区域図

■ 配水施設
● 配水施設(取水井含む)

▲ 取水井

河北第2水源

河北第1水源

柏森南部第2水源

大口北部水源

大口南部配水場

大口南部水源



様式１ (1) Ｎｏ    

*1 浄水場 系統内現 毎日

番号 (送配水場) 在給水人 検査

系統名 口(千人) 地点数 番号 区   分 名   称 *2水源数 地点数

1 河北第1水源 原水

2 河北第2水源 原水

3 大口北部配水場 4.5 1 毎月 全項目 天神パ ク 1 1 大口北部水源 原水

4 大口南部配水場 3.3 1 毎月 全項目 大御堂児童遊園 1 1
大口南部水源 原水
水質管理目標設定項目

5 北定松配水場 1.3 1 毎月 全項目 大渕児童遊園 1 1 北定松水源 原水

6 東川配水場 2.4 1 毎月 全項目 高雄公園 1 1 東川水源 原水

7 高雄西部配水場 2.4 1 毎月 全項目 福塚児童遊園 1 1 高雄西部水源 原水

8 南山名配水場 3.3 1 毎月 全項目 安戸児童遊園 1 1 南山名水源 原水

9 小渕配水場 画.8 1 毎月 全項目 木曽川扶桑緑地公園 1 1 小渕水源 原水

1画 境山配水場 1.2 1 毎月 全項目 斉藤公園 1 1 境山水源 原水

11 柏森北部水源 原水

12 柏森東部水源 原水

13 斉藤水源 原水

14 柏森南部第1水源 原水

15 柏森南部第2水源 原水

58.2 11 15 15

※詳細について 水源別水質検査表 とおり

柏森南部配水場 斉藤南児童遊園

2大口南部配水場

柏森北部配水場

2

大口 大御堂 目125番地

大口 下小口四 目23画-3

扶桑 大字高雄字下山121番地

備    考

合計

所 在 地

基 準 項 目 検 査 地 点 水道水

扶桑 大字斉藤字旭414番地

大口 御供所 目522番地

14.3 33

水道事業等名  丹羽広域事務組合

河北配水場

原    水

毎月 全項目31.6 1

( 成 3画 度 ) 水 道 水 質 検 査 次 計 表 総 括 表

2

3.1 1 毎月 全項目

斉藤学習等供用施設毎月 全項目

扶桑 大字高雄字中海道224番地

扶桑 大字高雄字福塚99番地

扶桑 大字南山名字安戸93番地

扶桑 大字小渕字 原1画88番地

扶桑 大字斉藤字緑243番地

扶桑 大字斉藤字山神1画2番地

2


